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福井市施設等利用費等の償還払いに関する実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、幼児教育・保育無償化の実施により、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第３０条の１１第１項に規定する施設

等利用費等の支給に伴う償還払いの手続きについて必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（支給対象者） 

第２条 施設等利用費等の支給を受けることができる者とは、法第３０条の４第２号

又は第３号に該当する小学校就学前子どもであって、福井市から法第３０条の５第

１項に規定する施設等利用給付認定を受けた者（以下「認定子ども」という。）の保

護者（以下「認定保護者」という。）とする。 

 

（対象費用及び月額給付上限額） 

第３条 法第３０条の１１第１項に規定する対象費用は、法第７条第１０項第４号か

ら第８号に定める子ども・子育て支援施設等（市町村長から法第５８条の２に定め

る確認を受けた施設等に限る。以下「支援施設等」という。）を利用した際に要する

費用とする。ただし、次の各号に該当する費用については除くものとする。 

 (1) 日用品、文房具その他の支援施設等の利用の際に必要な物品の購入費用 

 (2) 支援施設等で行われる行事参加に要する費用 

 (3) 支援施設等で提供される食事に要する費用 

 (4) 支援施設等に通う際に提供される便宜に要する費用 

 (5) 前４号に掲げるもののほか、認定保護者が負担することが適当と認められる費

用 

２ 月額給付上限額は、法第３０条の１１第２項の政令で定めるところにより算定し

た額（別表１）とする。 

 

（月額給付上限額を超えた場合の対象費用） 



第４条 前条の規定にかかわらず、認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合

は、月額給付上限額を超過した対象費用についても支給するものとし、その上限額

は別表２に定めるとおりとする。 

(1) 子だくさんふくいプロジェクト実施要綱（令和２年福井県要綱第５１８号）の

別表２の２の項から４の項までに規定する対象者 

(2) 病児デイケア促進事業実施要綱（平成１６年４月１日付け福井県福祉環境部児

童家庭課要綱）第８条第４号に定めるひとり親家庭であり、かつ就学前までの

対象者 

(3) 福井市すみずみ子育てサポート事業実施要綱（平成１７年４月１日施行）別表

１上記以外の項に規定する対象者 

２ 一時預かり事業（幼稚園型を除く）、すみずみ子育てサポート事業の利用について

は、福井市内の施設に限って対象費用を支給するものとし、病児保育事業の利用に

ついては福井市と委託契約を締結した市町の施設の利用に限り、対象費用を支給す

るものとする。 

 

 （償還払いの申請） 

第５条 認定子どもが支援施設等を利用した場合、認定保護者は施設等利用費等請求

書（様式第１号）（特定教育・保育施設が実施する一時預かり事業（幼稚園型）及び

預かり保育に要した対象費用の請求にあっては様式第２号）に次に掲げる書類を添

えて、市長が定める期間に償還払いの申請を行うものとする。 

 (1) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 

 (2) 活動報告書（法第７条第１０項第８号に定める子育て援助活動支援事業を利用

した場合に限る。） 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請があったときは、適時にその内容を審査し、償還払いの適否

の決定を行うものとする。 

３ 第３条に規定する対象費用については、利用の日の翌月１日から２年が経過する

期間において、認定保護者は市長に対し対象費用を請求することができる。 

 （支給額及び支給方法） 



第６条 支給額は、第３条第２項で定める月額給付上限額の範囲内で、認定保護者が

支援施設等に対し支払った対象費用の額から月ごとに算定したものとし、四半期ご

とに請求のあった額をまとめて支払うこととする。 

２ 第４条に該当する場合の支給額は、認定保護者が支援施設等に対し支払った対象

費用の額とし、月ごとに算定したものを四半期ごとに請求のあった額をまとめて支

払うこととする。 

 

 （取消及び返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正行為によって償還払いを受けた者に対し、当該償還

払いすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額の返還を命ず

るものとする。 

 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 

 附則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、改正前の福井市施設等利用費

等の償還払いに関する実施要綱に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 

この要綱は、令和３年８月１日から施行する。ただし、改正前の福井市施設等利用費

等の償還払いに関する実施要綱に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 

  



別表１（第３条関係） 

対象区分 認定区分 
施設等利用費の 

月額給付上限額 

①非在園児 

認定こども園・保育

所・幼稚園等の施設に

在籍していない児童 

施設等利用給付認定 第２号 

の認定を受けた児童 
３７，０００円 

施設等利用給付認定 第３号 

の認定を受けた児童 
４２，０００円 

②在園児 

認定こども園・保育

所・幼稚園等の施設に

在籍し、教育認定（１

号認定）を受けている

児童 

施設等利用給付認定 第２号 

の認定を受けた児童 

１１，３００円 

（※１）（※２）  

施設等利用給付認定 第３号 

の認定を受けた児童 

１６，３００円 

（※１）（※２）  

③新制度未移行 

幼稚園の在園児 

施設等利用給付認定 第２号 

の認定を受けた児童 

１１，３００円 

（※１）（※２）  

施設等利用給付認定 第３号 

の認定を受けた児童 

１６，３００円 

（※１）（※２）  

④特別支援学校 

（幼稚部）の在籍児 

（ただし、預かり保育を実

施していない施設に限る）  

施設等利用給付認定 第２号 

の認定を受けた児童 

１１，３００円 

（※１）（※２）  

施設等利用給付認定 第３号 

の認定を受けた児童 

１６，３００円 

（※１）（※２）  

（※１）… 在籍する施設で実施する幼稚園型一時預かり事業（または預かり保育）の利用が原則

であるが、在籍施設で１日８時間未満（教育時間を含む）又は年間２００日未満しか

同事業を実施していない場合は、その月額給付上限額の範囲内で、他の支援施設等の

利用料を施設等利用費等とすることができる。 

（※２）… ※１を除き、幼稚園型一時預かり事業（または預かり保育）を利用する場合、その利

用料のうち、月あたり利用日数に４５０円を乗じた額を限度として施設等利用費とす

る。ただし、その場合に月額給付上限額を超えることはできない。  



別表２（第４条関係） 

ＮＯ 要綱名 事業名 支給額 

１ 子だくさんふくい

プロジェクト実施

要綱 

 

一時預かり事業 

（幼稚園型を除く） 

 

保育所等が実施する当該

事業で、３人以上子ども

を持つ世帯の就学前まで

の児童が利用した場合の

利用料。１回の利用につ

き出生順位に関係なく３

人目以降の児童数分を無

料とする。ただし、１日あ

たりの利用料の上限は、

２，０００円（半日利用の

場合は１，０００円）。 

病児デイケア促進事

業 

 

３人以上子どもを持つ世

帯の第３子以降就学前ま

での児童が利用した場合

の利用料。ただし、１日あ

たりの利用料の上限は、

２，０００円（半日利用の

場合は１，０００円） 

すみずみ子育てサポ

ート事業 

 

３人以上子どもを持つ世

帯の就学前までの児童が

利用した場合の利用料。

１回の利用につき出生順

位に関係なく３人目以降

の児童数分を無料とす

る。ただし、１時間あたり

の利用料の上限は、７０



０円とする。 

２ 病児デイケア促進

事業実施要綱 

 

病児デイケア促進事

業 

病児保育および病後児保

育の利用にあたり保護者

から費用を徴収する場合

は、ひとり親家庭医療費

助成受給世帯又は児童扶

養手当受給世帯（ただし、

住民税非課税世帯及び生

活保護受給世帯を除く。）

の児童は無料とすること

ができる。ただし、１日あ

たりの利用料の上限は、

２，０００円（半日利用の

場合は１，０００円） 

３ 福井市すみずみ子

育てサポート事業

実施要綱 

 

すみずみ子育てサポ

ート事業 

事業実施者の定める額の

１／２の額（１時間当た

り３５０円を上限とす

る） 

 

  



 

様式第１号（第５条関係）

福井市長 宛

　　年 　 月分請求用】

認定保護者（請求者）と認定子どもが、福井市内に居住していることを福井市が住民基本台帳で確認すること。

実際に利用していることを福井市が対象施設に確認すること。

利用料の支払い状況を福井市が対象施設に確認すること。

課税状況を福井市が確認すること。

児童扶養手当、母子家庭等医療費等助成の状況を福井市が確認すること。

３．利用した認可外保育施設等を記入（複数記入可）

※①～③に書き切れない数の施設・事業所を利用した場合は、余白等に記載してください。

４．施設等利用費等の振込先口座

【ゆうちょ銀行以外の場合】

【ゆうちょ銀行の場合】

（１）口座名義と認定保護者（請求者）が違う場合

（委任者）　…　認定保護者（請求者）名を記入

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業の施設等利用費等含む

施設等利用給
付認定番号

生年月日 平成・令和　　　　年　　　　月　　　　日

　私は、子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づき、施設等利用費等の給付について、下記
のとおり請求しますので、指定する償還払いの振込先口座に振り込んでください。また、施設等利用給付費の
月額上限額を超えた場合で、すみずみ子育てサポート事業、一時預かり事業、病児保育事業の助成の対象費用
もあわせて請求します。
　なお、施設等利用費の審査にあたり、次の事項に同意します。

５．

請求期間における住所

□ 現住所のとおり

□ 転入した （令和　　年　　月　　日）

第3号
施設等利用給付認定種別
（法第30条の4の認定種別）

第2号 □

フリガナ

氏名

施設等利用費等の支払いは上記の口座により受領したいため、上記口座への振込をお願いします。

支店　

口座番号

支店番号（３桁）：（　　　　　　　）

口座名義人（ｶﾀｶﾅ） 金融機関名

預金種別金融機関名

捨印

施 設 ・
事 業 所

支店名口座名義人（ｶﾀｶﾅ）

□普通預金

□当座預金

□ 転出した （令和　　年　　月　　日）

①

フ リ ガ ナ

施 設 ・
事 業 所

－

氏名：　　　　　　　　　　　　　　㊞ 住所：

－

１．認定保護者(請求者)

日

氏 名
現
住
所

〒

月

福井市

電話：

フリガナ 認定
子ども
との
続柄

生年月日

□

□ 月額

②

フ リ ガ ナ

契約している利用料※1

施設等利用費等請求書（償還払い用）

請求日：令和　　年　　月　　日

通帳記号

１．

２．

３．

４．

通帳番号

（※初回請求時や、以前の請求時に使用していた口座を変更する場合は、口座名義と口座番号が確認できる通帳の写しを提出してください）

年

２．認定子ども(認定子どもごとに申請してください)

円

所在地
電話： － －

支援内容区分
□認可外保育施設　□一時預かり

□病児保育　　　　□子育て援助活動支援

契約している利用料※1

所在地

□認可外保育施設　□一時預かり

□病児保育　　　　□子育て援助活動支援
支援内容区分

－

□ 月額 円 □ 日額 □ 時間額

□

時間額

円 □ 時間額

円

電話：

日額

円 □

円

③

フ リ ガ ナ
所在地

施 設 ・
事 業 所

電話： － －

支援内容区分
□認可外保育施設　□一時預かり

□病児保育　　　　□子育て援助活動支援

契約している利用料※1

□ 月額 円

　

（※本人が自署する場合のみ、押印省略可）

※別紙の施設等利用費等計

算書の請求額をご記入くだ

さい。

※2　認定保護者（請求者）と口座名義が異なる振込先を指定する場合は、下記の（１）を記入してください。

【令和 年 月 ～ 令和

昭和・平成

円

請 求 金 額 円

※１　該当箇所にレを記入し金額を記入して下さい。利用料の設定が月単位を超える(四半期、前期・後期等)場合は、当該利用料

を当該期間の月数で除して、当該利用料の月額相当分を算定し、月額欄の□にレを記入し、算定した月額相当分を記入して下さ

い。

円 □ 日額



 

様式第２号（第５条関係）

福井市長 宛

認定保護者（請求者）と認定子どもが、福井市内に居住していることを福井市が住民基本台帳で確認すること。

実際に利用していることを福井市が対象施設に確認すること。

利用料の支払い状況を福井市が対象施設に確認すること。

課税状況を福井市が確認すること。

３．施設等利用費等の請求額及び内訳

※請求金額は、表の無償化対象額の合計と一致させてください。

４．施設等利用費等の振込先口座

【ゆうちょ銀行以外の場合】

【ゆうちょ銀行の場合】

（１）口座名義人と認定保護者（請求者）が異なる場合

（委任者）　・・・　認定保護者（請求者）名を記入

施設等利用費等請求書（償還払い用）

請求日：令和　　年　　月　　日

通帳記号

フリガナ

氏  名

１．

２．

３．

４．

通帳番号

（※初回請求時や、以前の請求時に使用していた口座を変更する場合は、口座名義と口座番号が確認できる通帳の写しを提出してください）

施設等利用給付認定種別
（法第30条の4の認定種別）

口座番号支店名口座名義人（ｶﾀｶﾅ）

口座名義人（ｶﾀｶﾅ） 金融機関名

□普通預金

□当座預金

施設等利用費等の支払いは、上記の口座により受領したいため、上記口座への振込をお願いします。

支店　

預金種別金融機関名

支店番号（３桁）：（　　　　　　　）

氏名：　　　　　　　　　　　　　　㊞ 住所：

－

氏 名
現住
所

〒

福井市

電話：

フリガナ 認定
子ども
との
続柄

ゆうちょ銀行

生年月日

□ 第2号

円

円

円

円

利用年・月

令和　年　月分

令和　年　月分

令和　年　月分

支払額（利用料） うち、無償化対象額

令和　年　月分 円 円

□ 第3号

　私は、子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づき、施設等利用費等の給付に
ついて、下記のとおり請求しますので、指定する償還払いの振込先口座に振り込んで下さい。
　なお、施設等利用費等の審査にあたり、次の事項に同意します。

円

円

利用年・月 うち、無償化対象額

令和　年　月分

（※本人が自署する場合のみ、押印省略可）

１．認定保護者(請求者)

２．認定子ども(施設等利用給付認定を受けた児童)

請 求 金 額

捨印

（※幼稚園型一時預かり事業・預かり保育 利用費請求用）

施設等利用給
付認定番号

生年月日

在籍園名

平成・令和　　　　年　　　　月　　　　日

令和　年　月分 円 円

昭和・平成　　　　年　　　月　　　日

支払額（利用料）

円

円 円


